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資 
料人

権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と

労
働
組
合
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割
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事
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局
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長
／
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平
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秀
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51

政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー

　

金
属
労
協
で
は
2
0
2
1
年
９
月
の

定
期
大
会
で
確
認
し
た
「
2
0
2
2
～

2
0
2
3
年
度
運
動
方
針
」
に
お
い
て

「
欧
州
を
中
心
に
企
業
の
人
権
デ
ュ
ー
・

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
法
制
化
が
進
ん
で
い

る
中
、
金
属
労
協
と
し
て
、
人
権
デ
ュ
ー
・

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
労
働
組
合
と

し
て
の
対
応
を
検
討
す
る
」
こ
と
を
確
認

し
ま
し
た
。

　

取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
単
組
が
企

業
と
協
議
・
意
見
交
換
を
行
う
際
な
ど

に
参
照
す
る
た
め
の
資
料
で
あ
る
「
人
権

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け
る
労

働
組
合
の
対
応
ポ
イ
ン
ト
」
を
作
成
し
、

先
日
の
金
属
労
協
第
61
回
定
期
大
会
に

て
報
告
し
ま
し
た
。

　

本
誌
で
も
、
2
0
2
1
年
春
号
で
「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
達
成
に
向
け
た
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ

リ
ジ
ェ
ン
ス
と
労
働
組
合
」
を
特
集
し
、

続
い
て
2
0
2
1
年
冬
号
の
政
策
制
度

解
説
コ
ー
ナ
ー

で
は
「
人
権
デ
ュ
ー
・

デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
」

を
掲
載
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
人

権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
以
下
、

人
権
D
D
）
と
い
う
仕
組
み
の
解
説
が
内

容
の
中
心
で
し
た
。

　

今
回
は
、
冒
頭
簡
単
に
人
権
D
D
の

基
礎
的
な
と
こ
ろ
に
触
れ
た
後
、「
人
権

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
け

る
労
働
組
合
の
対
応
ポ
イ
ン
ト
」
に
お
い

て
で
き
る
限
り
厚
く
記
載
す
る
よ
う
に

努
め
た
「
労
働
組
合
と
し
て
果
た
す
べ
き

役
割
」を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み
に
向
け
て
、
理
解
を

深
め
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

国
境
を
越
え
て
活
動
す
る
多
国
籍
企
業

に
対
し
て
は
、
政
府
に
よ
る
法
規
制
も
有

効
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
2
0
1
1
年
の

国
連
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導

原
則
」
で
は
、「
人
権
を
保
護
す
る
国
家

の
義
務
」
と
と
も
に
、「
人
権
を
尊
重
す

る
企
業
の
責
任
」が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
、

企
業
活
動
に
お
け
る
人
権
侵
害
を
撲
滅

す
る
仕
組
み
と
し
て
、人
権
D
D
が
提
唱

さ
れ
、
以
降
、
義
務
化
・
法
制
化
を
含
め

た
国
際
社
会
で
の
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

２
．特
別
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
し
て
の
従
業
員
、労
働
組
合

　

で
は
、
人
権
D
D
と
は
何
か
、を
ひ
と

言
で
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

〈
金
属
労
協
に
よ
る
人
権
D
D
の
定
義
〉

　

企
業
活
動
に
お
け
る
人
権
侵
害
を
撲

滅
す
る
た
め
、
企
業
が
最
大
限
の
仕
組

み
づ
く
り
と
継
続
的
な
努
力
を
行
う
こ

と
。

　

具
体
的
に
は
、
す
べ
て
の
企
業
に
お

い
て
図
（
次
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
な
「
プ
ロ

１
．人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ

ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
背
景

　

1
9
9
0
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
よ
っ
て
、
途
上
国
・
新
興
国
は
急
速
な

経
済
発
展
を
遂
げ
、
労
働
者
の
生
活
水
準

も
向
上
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

多
国
籍
企
業
の
生
産
拠
点
や
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
で
は
、
労
働
組
合
活
動
の
妨
害
、
強

制
労
働
、
児
童
労
働
な
ど
の
人
権
侵
害
が

見
ら
れ
、一
方
、先
進
国
で
は
、
賃
金
の
下

押
し
圧
力
や
雇
用
の
不
安
定
化
、
所
得
や

資
産
の
格
差
拡
大
と
い
っ
た
問
題
も
顕
著

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
Ｃ

Ｓ
Ｒ（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
を
求
め
る

動
き
が
強
ま
り
ま
し
た
が
、
企
業
の
自
主

的
な
取
り
組
み
に
は
限
界
が
あ
り
、
ま
た
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こ
と
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、人
権
D
D
の
最
大
の
特
徴
は
、

企
業
が
、

〇
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
情
報
交
換
や

協
議
を
通
じ
て
、

〇
な
か
で
も
、
取
引
先
な
ど
バ
リ
ュ
ー

チ
ェ
ー
ン
企
業
と
相
互
に
人
権
の
状
況

を
点
検
し
合
い
、
人
権
確
保
を
要
請
し

合
う
こ
と
を
通
じ
て
、

〇
そ
の
活
動
に
お
け
る
人
権
侵
害
を
撲
滅

す
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
プ
ロ
セ
ス
」

の
実
施
に
際
し
て
は
、
社
内
外
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
情
報
交
換
や
協
議
が

情
報
を
補
完
す
る
た
め
、
労
働
組
合
経

由
の
ナ
マ
の
情
報
が
一
層
重
要
と
な
る

こ
と
。

〇
労
働
組
合
は
、「
社
会
正
義
を
追
求
」し
、

「
自
由
、
平
等
、
公
正
で
平
和
な
社
会
を

建
設
」
す
る
組
織
で
あ
る
こ
と
。（
連
合

「
綱
領
」
よ
り
）

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
多
国
籍
企
業
及
び
社
会
政

策
に
関
す
る
原
則
の
三
者
宣
言
」（
以
下
、

「
多
国
籍
企
業
宣
言
」）
で
は
、「
人
権

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
い
て
、

結
社
の
自
由
、
団
体
交
渉
、
労
使
関
係
、

社
会
対
話
が
﹃
中
心
的
な
役
割
﹄
を
果
た

す
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
多
国
籍

企
業
宣
言
」
の
解
説
文
書
で
あ
る
「
労
働

者
の
た
め
の
ガ
イ
ド
」
で
は
、

〇
企
業
は
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・

プ
ロ
セ
ス
に
労
働
者
団
体
を
組
み
入
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〇
労
働
組
合
と
国
際
産
業
別
労
働
組
合
組

織
は
、
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・

プ
ロ
セ
ス
へ
の
参
加
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

〇
作
業
プ
ロ
セ
ス
に
、
労
働
組
合
の
積
極

的
な
関
与
、
及
び
労
働
組
合
と
の
有
意

義
な
協
議
を
含
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

と
し
て
い
ま
す
。

セ
ス
」
を
整
備
し
、
実
施
す
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

人
権
侵
害
は
労
働
災
害
と
同
様
、
被
害

者
の
心
身
を
傷
つ
け
、
生
活
基
盤
を
損
な

い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
を
も
奪
う
危

険
性
が
あ
り
ま
す
。
責
任
の
あ
る
者
は
、

損
害
賠
償
や
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
人
権
D
D
は
、い
わ
ば

安
全
衛
生
委
員
会
を
設
置
し
、
安
全
衛
生

教
育
や
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
な
ど
を

徹
底
し
て
い
る
労
働
災
害
防
止
と
同
様

の
取
り
組
み
で
、
人
権
侵
害
が
発
生
す
る

芽
を
摘
み
取
り
、
人
権
侵
害
を
撲
滅
す
る

必
須
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
従
業

員
も
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
一
部
で
す
。

た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
従

業
員
は
他
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
は
異

な
る
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
労
働
組
合
は

そ
の
代
表
と
し
て
、人
権
D
D
に
お
い
て

特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

〈
従
業
員
、
労
働
組
合
が
特
別
な
存
在
で

あ
る
理
由
〉

〇
事
業
活
動
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
。

〇
職
場
に
お
け
る
人
権
の
確
保
に
は
、
現

場
の
従
業
員
の
持
つ
情
報
の
活
用
と
従

業
員
の
積
極
的
な
行
動
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
。

〇
従
業
員
は
、
人
権
侵
害
の
被
害
者
に
も

加
害
者
に
も
な
り
得
る
こ
と
。

〇
労
働
組
合
は
、
企
連
（
企
業
グ
ル
ー
プ

労
連
）や
産
別
な
ど
の
活
動
を
通
じ
て
、

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
企
業
の
労
働
組
合

と
密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
。

〇
グ
ロ
ー
バ
ル
な
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
全

体
で
の
人
権
確
保
に
は
、
国
際
労
働
運

動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
情
報
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。

〇
取
引
先
に
お
け
る
人
権
の
状
況
の
点
検

に
関
し
て
は
、企
業
は
、監
査
・
認
証
サ
ー

ビ
ス
機
関
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
そ
う
し
た
第
三
者
機
関
に
よ
る

コミットメント
人権侵害が絶対に起こらないよう、
企業としての方針を確立する。1

6 5公表 調査、評価、
報告、監査

3
❶発生している人権侵害を是正し、
　再発防止を徹底する。
❷発生する危険性のある人権侵害を
　防止する対策を策定し、徹底する。
❸予見・防止できなかった人権侵害に
　迅速に対処する。

人権侵害の是正、再発防止、
予防など

2人権侵害の

人権デュー・ディリジェンスのプロセス

洗い出し

4謝罪、回復補償など

発生している
人権侵害や、
発生する危険
性のある人権
侵害を徹底的
に洗い出す。

人権確保の状
況や、人権デュ
ー・ディリジェ
ンスの取り組
み状況につい
て、公表する。

人権確保の状況や、
人権デュー・ディリ
ジェンスの取り組み
状況について、調査・
追跡検証を行い、評価
し、報告し、監査を受
ける。

人権侵害を受けた
者に対し、謝罪、
被害回復または地
位復帰、適切な補
償を行う。

金属労協「人権デュー・ディリジェンスにおける
労働組合の対応ポイント」6ページより
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３
．労
働
組
合
と
し
て

果
た
す
べ
き
役
割

3ｰ
1
 労
働
組
合
の
主
要
な
役
割

　
「
責
任
あ
る
企
業
行
動
の
た
め
の
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ガ
イ

ダ
ン
ス
」（
以
下
、「
ガ
イ
ダ
ン
ス
」）
で
は
、

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
お
い
て
、

労
働
組
合
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
な
具
体

的
な
役
割
を
例
示
し
て
い
ま
す
。

〇
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ
セ

ス
の
設
計
お
よ
び
実
施
に
参
加
す
る
。

〇
労
働
組
合
が
関
与
す
る
苦
情
処
理
の
仕

組
み
を
構
築
し
、
関
与
す
る
。

〇
業
種
、
地
域
、
ま
た
は
企
業
固
有
の
人

権
侵
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
情
報
提
供

を
行
う
。

〇
人
権
侵
害
の
被
害
者
の
代
表
、
も
し
く

は
代
理
の
立
場
に
立
っ
て
、
企
業
と
協

議
し
、
関
与
す
る
。

〇
海
外
現
地
法
人
や
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン

な
ど
で
発
生
す
る
「
結
社
の
自
由
・
団

結
権
・
団
体
交
渉
権
」
を
め
ぐ
る
問
題

に
関
与
す
る
。

〇
こ
れ
ら
を
行
う
た
め
、Ｇ
Ｆ
Ａ
（
グ
ロ
ー

バ
ル
枠
組
み
協
定
）な
ど
を
締
結
す
る
。

　

な
お
、
Ｇ
Ｆ
Ａ
と
は
何
か
を
簡
単
に
述

べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｇ
Ｆ
Ａ
（
グ
ロ
ー
バ
ル
枠
組
み
協
定
）

　

結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉
権
、
強

制
労
働
の
禁
止
、
児
童
労
働
の
廃
止
、

差
別
の
排
除
、
安
全
で
健
康
的
な
労

働
環
境
と
い
う
５
分
野
の
中
核
的
労

働
基
準
を
世
界
中
の
グ
ル
ー
プ
企
業
、

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
企
業
で
あ
ま
ね

く
遵
守
し
て
い
く
た
め
、
企
業
、
企

業
の
母
国
の
労
働
組
合
、
Ｇ
Ｕ
Ｆ
（
国

際
産
業
別
労
働
組
合
組
織
）
の
三
者

が
、
中
核
的
労
働
基
準
の
遵
守
、
そ
の

実
効
性
の
確
保
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

実
施
、
迅
速
な
問
題
解
決
に
関
し
て

合
意
し
、
約
束
し
、
宣
言
し
、
実
践
す

る
仕
組
み
。

〇
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に

お
け
る
人
権
侵
害
撲
滅
に
向
け
た
関
与

　

労
働
組
合
は
、
こ
れ
ま
で
も
働
く
者
の

人
権
の
確
保
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク

や
「
良
質
な
雇
用
」
の
追
求
、
公
正
な
配

分
の
実
現
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー

チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
中
核
的
労
働
基
準

（
結
社
の
自
由
・
団
体
交
渉
権
、
強
制
労

働
の
禁
止
、
児
童
労
働
の
廃
止
、
差
別
の

排
除
、
安
全
で
健
康
的
な
労
働
環
境
）
の

確
立
、
公
正
取
引
を
含
む
産
業
の
健
全
な

発
展
に
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。
人
権

D
D
が
、こ
う
し
た
取
り
組
み
を
さ
ら
に

後
押
し
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。

3ｰ

2

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の

「
プ
ロ
セ
ス
」へ
の
参
画

　

労
働
組
合
は
、
特
別
な
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
で
あ
る
従
業
員
の
代
表
と
し
て
、

企
業
の
人
権
D
D
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
参

画
し
、
情
報
提
供
・
意
見
反
映
を
行
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
の
よ
う

に
、実
施
段
階
は
も
ち
ろ
ん
、
制
度
設
計
・

整
備
段
階
か
ら
参
画
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

以
下
、
参
画
の
あ
り
方
、
情
報
提
供
・

意
見
反
映
を
行
う
内
容
の
例
を
具
体
的

に
記
載
し
ま
す
。

〈
労
働
組
合
の
参
画
の
あ
り
方
〉

〇
人
権
D
D
を
実
施
す
る
た
め
に
整
備

さ
れ
る
「
プ
ロ
セ
ス
」に
、労
働
組
合
と

し
て
参
画
す
る
。
具
体
的
に
は
、

•

社
内
横
断
的
な
「
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ

リ
ジ
ェ
ン
ス
委
員
会
」
な
ど
に
メ
ン

バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
。

　

ま
た
は
、

•

人
権
D
D
に
関
す
る
労
使
専
門
委
員

会
を
設
置
す
る
。

　

少
な
く
と
も
、

•

労
使
協
議
会
に
お
い
て
、
人
権
D
D

を
定
例
的
な
議
題
と
す
る
。

〇
前
記
の
場
に
お
い
て
、
会
社
側
か
ら

人
権
D
D
に
関
し
て
報
告
を
受
け
る
と

と
も
に
、
労
働
組
合
と
し
て
情
報
提
供

を
行
い
、
意
見
反
映
を
行
う
。

〇
人
権
D
D
に
関
す
る
企
業
の
取
り
組
み

状
況
、
労
働
組
合
の
活
動
を
組
織
内
に

周
知
徹
底
す
る
。

〇
な
お
、
人
権
D
D
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
の

制
度
設
計
・
整
備
段
階
か
ら
参
画
す
る
。

〇
人
権
D
D
の
「
プ
ロ
セ
ス
」が
整
備
さ

れ
る
前
に
、
取
引
先
や
監
査
・
認
証
サ
ー

ビ
ス
機
関
に
対
し
、
人
権
確
保
の
状
況

に
つ
い
て
報
告
を
行
う
場
合
に
は
、
労

働
組
合
と
し
て
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
。

〈
労
働
組
合
か
ら
情
報
提
供
・
意
見
反
映

を
行
う
内
容
の
例
〉

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
人
権
D
D
に
お

け
る
労
働
組
合
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
３
本
柱
と
し
て
整
理
で
き
ま

す
。た
だ
し
中
小
企
業
な
ど
の
場
合
に
は
、

会
社
側
に
対
し
、
ま
ず
は
人
権
D
D
の

中
身
と
実
施
の
必
要
性
に
つ
い
て
情
報
提

供
し
、
迅
速
な
取
り
組
み
を
促
す
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

〈
人
権
D
D
に
お
け
る
労
働
組
合
の
主

要
な
役
割
〉

〇
人
権
D
D
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
へ
の
参
画

〇
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
画
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料
政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー　

人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
労
働
組
合
と
し
て
果
た
す
べ
き
役
割

　

な
お
、
企
業
の
枠
を
越
え
た
苦
情
処

理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
2

 

0

 
2
 

2
年
７
月
時
点
で
、
責
任
あ
る
外
国
人
労

働
者
受
入
れ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（JP

- 

M
IR
A
I

）
の
相
談
・
救
済
パ
イ
ロ
ッ
ト
事

業
が
発
足
し
て
い
ま
す
。

3ｰ

4 

グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に

お
け
る
人
権
侵
害
撲
滅
に
向
け
た
関
与

　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に

お
け
る
人
権
の
状
況
を
掌
握
す
る
た
め
、

海
外
の
グ
ル
ー
プ
企
業
を
組
織
す
る
現
地

の
労
働
組
合
と
定
期
的
お
よ
び
随
時
、
情

報
交
換
・
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
く
と
と

も
に
、
我
々
の
加
盟
す
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ

オ
ー
ル
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ユ
ニ
オ
ン
な
ど
を
活

用
し
た
情
報
の
入
手
が
重
要
で
す
。
よ
り

具
体
的
に
は
、以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

〈
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に

お
け
る
人
権
情
報
の
入
手
の
方
策
〉

〇
少
な
く
と
も
、
日
本
の
労
働
組
合
が
海

外
グ
ル
ー
プ
企
業
を
訪
問
し
た
際
、
現

地
の
労
働
組
合
、
未
組
織
の
場
合
に
は

従
業
員
代
表
と
情
報
交
換
・
意
見
交
換

を
行
う
。

〇
国
ご
と
に
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
労
働
組

合
の
参
加
を
募
り
、
日
本
の
労
働
組
合

と
情
報
交
換
・
意
見
交
換
を
行
う
機
会

〇
人
権
を
保
護
す
る
国
家
の
義
務

〇
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
含
め
て
３
本
柱
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
う
ち
「
救
済
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
に
つ
い

て
は
、
企
業
に
対
し
て
「
非
国
家
基
盤
型

の
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
」、
す
な
わ
ち

企
業
単
独
の
、ま
た
は
業
界
団
体
の
、
あ

る
い
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
共
同
し

た
、
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
の
設
置

を
求
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
「
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
で
は
、

こ
う
し
た
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム

に
対
す
る
労
働
組
合
の
関
与
を
提
案
し

て
い
ま
す
。

　

労
働
組
合
と
し
て
の
関
与
の
あ
り
方

は
次
の
通
り
で
す
。

〈
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
労 

働
組
合
の
参
画
の
あ
り
方
〉

〇
社
内
、グ
ル
ー
プ
企
業
、バ
リ
ュ
ー
チ
ェ 

ー
ン
、
産
業
内
な
ど
を
対
象
と
す
る
苦

情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
の
設
置
を
促

し
て
い
く
。

〇
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
に
、
労
働
組

合
の
参
画
を
求
め
て
い
く
。

〇
苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
で
は
、
人

権
侵
害
の
被
害
者
の
立
場
に
立
っ
て
、

情
報
提
供
・
意
見
反
映
を
行
っ
て
い
く
。

を
定
期
的
に
開
催
す
る
。（
二
国
間
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）

〇
地
域
ご
と
、
も
し
く
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
、

日
本
の
労
働
組
合
も
含
め
て
グ
ル
ー
プ

企
業
の
労
働
組
合
が
参
集
し
、
情
報
交

換
・
意
見
交
換
を
行
う
機
会
を
定
期
的

に
開
催
し
、も
し
く
は
参
加
す
る
。（
多

国
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

〇
人
権
侵
害
の
発
生
は
も
と
よ
り
、
そ
の

ほ
か
の
相
談
に
も
対
応
す
る
た
め
、
日

本
の
労
働
組
合
と
海
外
グ
ル
ー
プ
企
業

の
労
働
組
合
と
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
構

築
す
る
。

〇
Ｉ
Ｌ
Ｏ
や
、イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
・
グ 

ロ
ー
バ
ル
ユ
ニ
オ
ン
な
ど
の
Ｇ
Ｕ
Ｆ

（
国
際
産
業
別
労
働
組
合
組
織
）が
開
催

す
る
業
種
別
会
合
に
積
極
的
に
参
加
す

る
。

〇
５
分
野
の
中
核
的
労
働
基
準
を
世
界
中

の
グ
ル
ー
プ
企
業
、
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー

ン
企
業
で
あ
ま
ね
く
遵
守
し
て
い
く
た

め
、
企
業
、
企
業
の
母
国
の
労
働
組
合
、

Ｇ
Ｕ
Ｆ
の
三
者
が
、中
核
的
労
働
基
準

の
遵
守
、
そ
の
実
効
性
の
確
保
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
実
施
、
迅
速
な
問
題
解
決

に
関
し
て
合
意
し
、
約
束
し
、
宣
言
し
、

実
践
す
る
Ｇ
Ｆ
Ａ
の
締
結
を
検
討
し
て

い
く
。

〇
労
働
組
合
の
諸
会
合
、
日
常
の
職
場
活

動
や
相
談
活
動
な
ど
を
通
じ
て
得
ら
れ

た
情
報
や
知
見

➡
主
に
社
内
の
情
報
や
、
従
業
員
・
労

働
組
合
の
意
見

〇
企
連
（
企
業
グ
ル
ー
プ
労
連
）
や
産
別

な
ど
の
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
情
報

や
知
見

➡
主
に
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
内
の
情
報

や
、
産
業
内
の
動
向

〇
国
際
労
働
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
海

外
労
働
組
合
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
オ
ー
ル
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ユ
ニ
オ

ン
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
な
ど
）
を
通
じ
て
得
ら
れ

た
情
報
や
知
見

➡
主
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー

ン
内
の
情
報
や
、
国
際
的
な
動
向

〇
実
施
さ
れ
て
い
る
人
権
D
D
が
、
国
際

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
で
な
い
場
合

の
改
善
策

3ｰ

3

苦
情
処
理
・
救
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
参
画

　

国
連
「
指
導
原
則
」
は
、

〇
人
権
を
尊
重
す
る
企
業
の
責
任
＝
人
権

デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

だ
け
で
な
く
、


